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令和２年１２月１６日 

 

古賀市議会 

議長 結城 弘明 様 

 

市民建産常任委員会 

委員長  古賀  誠視 

 

委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件の審査結果を、会議規則第１１０条の規定により報告し

ます。 

記 

 

 第７７号議案 古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和２年９月４日に、地方税法施

行規則の一部を改正する省令が令和２年９月３０日にぞれぞれ公布され、その一部の

規定については、令和３年１月１日に施行されることに伴い、条例の一部を改正する

もの。 

 

 【審査内容】 

  明らかになった主な事項は次のとおり。 

１．令和３年１月１日施行の税制改正では、給与所得者や公的年金等受給者は、

それぞれ給与所得控除、公的年金等控除が１０万円引き下げられるのに対し、

国民健康保険税の基礎控除が１０万円引き上げられることから、課税所得は

プラスマイナスゼロであり、影響はない。しかし、特定の会社や団体に所属

していないプログラマーやデザイナー、カメラマンなどのフリーランスの方

は、もともと給与所得控除や公的年金等控除がないところで、基礎控除が 

１０万円引き上げられることから、今回の改正により減税となり得る。 

２. 今回の条例改正に伴い、国民健康保険税が軽減する世帯は概ね９０世帯程度

増え、これにより国民健康保険税の税収が約１４０万円減少すると見込んで

いる。軽減に伴う減収分の国民健康保険税は国から補塡されることから、大

幅に税率を引き上げる必要はない。 

 

 【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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第７８号議案 古賀市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

 本案は、福岡県子ども医療費支給制度の改正に伴い、古賀市子ども医療費の支給につ

いて変更する必要が生じたため、条例の一部を改正するもの。 

 

 【審査内容】 

  明らかになった主な事項は次のとおり。 

１．従来の制度では入院以外の場合に支給がなかった「中学生子ども」に対して、

福岡県の制度改正に合わせて、支給基準を福岡県と同じひと月の自己負担上限

を１，６００円として入院以外も支給するもの。 

２．中学生子どもの通院医療費を助成することにより、市として１，３００万円

程度支出が増えるが、市が独自助成で行ってきた中学生子どもの入院医療費

については、福岡県からの補助が３００万円程度想定できることから、差引

き１，０００万円程度の支出増になる。 

 

 【意見】 

  （賛成意見） 

   ・子どもの医療費助成を拡大することにより、子どもたちは安心して、健康に

過ごすことができると考える。自己負担額の問題については、この額が妥当

かという点を検討してほしい。今後の検討を期待し、賛成。 

 

 【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

第７９号議案 古賀市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

 

 本案は、福岡県重度障がい者医療費支給制度の改正等に伴い、古賀市重度障害者医療

費支給制度について所要の変更を行うため、条例の一部を改正するもの。 

 

 【審査内容】 

  明らかになった主な事項は次のとおり。 

１．条例全般において、「障害」の「害」の字を漢字から平仮名に変更する背景

として、福岡県が実施する同制度の条文中の「障害」が漢字から平仮名へ変

更となったことが挙げられる。 

２．福岡県においても人権的な配慮として、「害」という字をこのまま使用して

いいのかと指摘されており、古賀市としても人権を尊重するという視点に立
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って、改正できる部分については率先して改正していきたいという思いから、

今回条例の一部改正の提案に至った。  

 

 【意見】 

  （賛成意見） 

   ・「障害」の「害」の字を漢字から平仮名に変更することは、文言の整理に限

らず、その奥にある人権の問題についての考えをしっかり打ち出し、誰もが

平等で等しい権利を持ち、障がい者の方たちの権利を擁護するという立場に

あることから賛成。 

 

 【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

第８０号議案 古賀市水道事業の設置等に関する条例及び古賀市下水道事業の 

設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 本案は、地方自治法等の一部を改正する法律が令和２年４月１日に施行されたこと

に伴う条文の整備及び所要の改正を行うため、関係条例の一部を改正するもの。 

 

 【審査内容】 

  明らかになった主な事項は次のとおり。 

１．古賀市水道事業の設置等に関する条例については、別表（給水区域表）に古

賀市美郷の全域と古賀市玄望園の全域を加えるものであり、美郷については

久保の全域から、玄望園については筵内の全域から分離するものである。こ

れまで新しく町名変更がなされた場合、水道事業の事業変更認可後に条例改

正を行っていたが、今後は適宜変更していきたく、この度の改正に合わせて

美郷及び玄望園について追加した。 

 

 【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

第８７号議案 古賀市農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに 

準ずる者の割合を４分の１以上とすることについて 

 

 本案は、古賀市農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割

合を４分の１以上とするに当たり、農業委員会等に関する法律第８条第５項ただし書

及び農業委員会等に関する法律施行規則第２条第２項の規定により市議会の同意を求

めるもの。 



4 
 

 【審査内容】 

  明らかになった主な事項は次のとおり。 

１．現在の農業委員会（任期：平成３０年８月１日～令和３年７月３１日）は、

農業委員会委員１４人（内認定農業者８人）、農地利用最適化推進委員６人

の合計２０人（内女性委員２人）で組織している。 

２．次期農業委員会（任期：令和３年８月１日～令和６年７月３１日）は、農業

委員会委員及び農地利用最適化推進委員の組織人数に変更はないが、内認定

農業者等又はこれらに準ずる者の割合を４分の１以上とする過半数要件の

例外規定を適用することにより、認定農業者等又はこれらに準ずる者を４人

以上とするもの。 

３．市内各農区及び団体における認定農業者等又はこれらに準ずる者の選出にあ

たっては、市内１７農区の内３農区より１名ずつ認定農業者等又はこれらに

準ずる者を選出する意向を、粕屋農業協同組合より認定農業者１名を選出す

る意向を確認している。 

４．過半数要件の例外規定を適用するに至る経緯として、農業従事者の高齢化や

後継者不足などにより、農業従事者や認定農業者数が年々減少していること

が挙げられる。農業委員会事務局としては、各農区団体からの意向を十分に

取り入れた農業委員会の組織づくりは極めて重要であると考えていること

から、例外規定を適用した上で、遅滞なく、新体制に向けて取り組んでいき

たいとのこと。 

５．近隣自治体において過半数要件を達成しているのは、宗像市、福津市などが

あり、４分の１以上の例外規定を適用しているのは、新宮町、粕屋町、久山

町などがある。 

 

 【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり同意すべきものと決定した。 

 

第８９号議案 市道路線の認定について 

 

 本案は、民間開発に伴い、市道１路線を新たに認定するもの。 

 

【審査内容】 

委員全員で現地確認を行い、明らかになった主な事項は次のとおり。 

  １．米多比83号線 起点（米多比字原田1521-22番地先）から 

終点（米多比字原田1521-26番地先）までの 

           延長52.50ｍ、幅員7.05ｍ、面積370.31㎡ 
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【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

第９０号議案 市道路線の変更について 

 

 本案は、市道１路線について終点の変更を行うもの。 

 

【審査内容】 

委員全員で現地確認を行い、明らかになった主な事項は次のとおり。 

１．町川原16号線 起点(青柳町字辻󠄀ノ鼻277-1番地先)から 

終点(青柳町字大浦32-2番地先)までの 

延長615.09ｍ、幅員9.86ｍ、面積6,070.78㎡を 

起点(青柳町字辻󠄀ノ鼻277-1番地先)から 

終点(青柳町字大浦11番地先)までの 

延長890.99ｍ、幅員9.97ｍ、面積8,888.71㎡へ変更するもの。 

 

【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 


